
岩手県 奈良県 愛知県 沖縄県 岐阜県 長野県

県が締結する契約に関する条例
（H27.3.27公布：H28.4.1施行）
※一部規定はH27.4.1施行。

奈良県公契約条例
(H26.7.10公布：H27.4.1施行）

愛知県公契約条例
(H28.3.29公布：H28.4.1施行）
※一部規定はH28.10.1施行

沖縄県の契約に関する条例
(H30.3.3公布：H30.4.1施行）

岐阜県公契約条例
(H27.3.24公布：H27.4.1施行）

長野県の契約に関する条例
(H26.3.20公布：H26.4.1施行）

報告制度◯、審議会◯、過料規定― 報告制度◯、審議会◯、過料規定◯ 報告制度◯、審議会△、過料規定― 報告制度―、審議会◯、過料規定― 報告制度―、審議会―、過料規定― 報告制度―、審議会◯、過料規定―

ア 【第１条】
県契約に関し、基本理念及びその実現
を図るのに基本となる事項を定めるこ
とにより、県契約を通じた適正な労働
条件の確保並びに事業者が行う持続可
能で活力ある地域経済の振興及び社会
的な価値の向上に資する取組の促進を
図り、もって県民福祉の増進に資する
ことを目的とする。

【第１条】
公契約について、その基本理念、基本
方針その他の基本となる事項を定める
とともに。県並びに受注者及び下請負
者等の責務を明らかにすることによ
り、適正な労働条件の確保その他の社
会的な価値の実現及び向上を図り、
もって地域経済の健全な発展及び県民
の福祉の増進に寄与することを目的と
する。

【第１条】
公契約に関し、基本方針を定め、並び
に県及び公契約の相手方の責務を明ら
かにするとともに、公契約に関する県
の取組の基本となる事項を定めること
により、公契約の適正化を図りつつ、
県民に提供されるサービスの品質の確
保、社会的な価値の実現及び公契約の
履行に係る作業に従事する労働者等の
労働環境の整備を図り、もって県民生
活の向上及び地域社会の持続的な発展
に寄与することを目的とする。

【第１条】
県契約に関し、基本理念を定め、県及
び事業者等の責務を明らかにするとと
もに、県契約に関する施策の基本とな
る事項を定めることにより、県契約に
関する施策を総合的に推進し、もって
公共サービスの質の確保及び向上並び
に地域経済の活性化及び雇用の機会の
創出に寄与することを目的とする。

【第１条】
公契約に関し、基本理念を定め、県及
び事業者等の責務を明らかにするとと
もに、公契約に関する基本的事項を定
めることにより、その制度の適切な運
用を図り、もって事業者等の経営の安
定及び公契約にかかる業務に従事する
者の適正な労働条件の確保等の労働環
境の整備、障がい者等の就業機会の確
保その他の社会的責任を果たすための
取組の促進に寄与することを目的とす
る。

【第１条】
県の契約に関し、基本理念を定め、並
びに県及び県の契約の相手方の責務を
明らかにするとともに、契約に関する
県の取組の基本となる事項を定めるこ
とにより、契約制度の公正かつ適切な
運用を図りつつ、県の一定の行政目的
を実現するために契約の活用を図り、
もって県民の福祉の増進を図ることを
目的とする。

イ 【第３条】
(1)　県契約における次に掲げる事項
の確保
ア　契約の透明性及び競争の公正性
イ　経済性への配慮、ダンピング防
止、価格以外の多様な要素の考慮等に
より、総合的に優れた契約内容となっ
ていること
ウ　県契約に係る業務に従事する者の
適正な労働条件

(2)　県契約における事業者の次に掲
げる取組への配慮
ア　持続可能で活力ある地域経済の振
興に資する取組
イ　社会的価値の向上に資する取組

【第３条】
　公契約は、その履行により提供され
るサービス等が県民の生活及び福祉を
支えるとともに、その当事者には、地
域社会に貢献する経済主体にふさわし
い行動及び役割が強く期待されている
ことに鑑み、その締結及び履行に当
たっては、適切かつ公正に行われなけ
ればならない。

ア 工事請負契約：予定価格5億円以上
業務委託契約：予定価格3000万円以上
指定管理協定：予定価格3000万円以上
の特定県契約について、ガイドライン
等に基づき選定し報告を求めている。

工事請負契約：予定価格3億円以上
業務委託契約：予定価格3000万円以上
指定管理協定：予定価格3000万円以上
の特定公契約について、報告を求めて
いる。

工事請負契約：予定価格6億円以上
業務委託契約：予定価格1000万円以上
の公契約について、報告を求めてい
る。

報告制度の規定なし
※条例の検討過程において、公共と民
間事業の明確な区分が難しいことや、
県と受注者双方の事務負担を考慮し規
定しなかったもの。

報告制度の規定なし
※受注者の事務負担等を考慮し規定し
なかったもの。

報告制度の規定なし
※理念型の条例であり、法令遵守状況
などの報告規定について明記していな
い。

報告件数30件
適法30件
違反0件
※H29実績

報告件数：77件
適法：77件
違反：0件
※累計
工事請負契約や指定管理協定等、契約
期間が複数年にわたる契約の場合は、
契約の終期まで半年ごとに報告を求め
ている。

報告件数：533件
適法：533件
違反：0件
※累計
工事請負契約については、下請負者と
の契約の都度報告を求めている。

【第３条】
(1)　契約の過程及び内容の透明性並
びに競争の公正性が確保されること並
びに談合その他の不正行為の排除が徹
底されることにより、その適正化が図
られなければならない。
(2)　経済性に配慮しつつ、適正な履
行が通常見込まれない金額を契約金額
とする契約の締結を防止すること及び
価格以外の多様な要素も考慮すること
により、総合的に優れた内容のものと
しなければならない。
(3)　持続可能で活力ある地域社会の
実現に重要な意義を有することに鑑
み、契約の目的及び内容に応じ次に掲
げる事項に配慮しなければならない。
ア　地域における雇用の確保が図られ
ること（略）
(4)　社会的な責任を果たす事業者の
育成に資することとなるよう、契約の
目的及び内容に応じ事業者に係る次に
掲げる事項に配慮しなければならな
い。
ア　県の契約の履行に係る業務に従事
する労働者の賃金が適正な水準にある
ことその他の労働環境が整備されてい
ること。（略)

公契約条例制定県調査結果

目的

公
契
約
条
例
の
目
的
・
基
本
理
念
等

調査項目

分類

・運用状況

基本理念・方
針

【第３条】
(1)　透明性及び競争の公正性が確保
されるとともに、不正行為の排除が徹
底されることにより、その適正化が図
られなければならない。
(2)　県民に提供されるサービスの品
質の確保が図られるよう、予定価格の
決定、その相手方の決定等の事務が適
切に行われなければならない。
(3)　社会的な価値の実現に対する寄
与の程度を勘案すること等により、社
会的な価値の実現を図る上で、適切に
活用されなければならない。
(4)　労働者等の労働環境の整備が図
られるよう、適切な措置が講じられな
ければならない。

⑴
　
条
例
の
施
行
状
況
に
つ
い
て

【第３条】
　県契約は、その履行により提供され
るサービスが県民の生活に密接に関連
することに鑑み、その締結に至る過程
における透明性及び公平性が確保され
るとともに、事業者等の適正な利益が
確保され、及び労働環境の整備が促進
されるよう締結され、及び履
行されなければならない。

【第３条】
公契約は、その履行により提供される
サービス等が県民生活の水準の維持及
び向上に重要な意義を有することに鑑
み、そのサービス等の質を確保すると
ともに、事業者等の経営の安定により
その業務の担い手となる人材の確保及
び育成のための適正な労働条件の確保
等の労働環境の整備、障がい者等の就
業機会の確保その他の社会的責任を果
たすための取組が促進されるよう、県
及び事業者等がそれぞれの役割を果た
すことを旨として締結され、及び履行
されなければならない。

名称

報告制度
・条例の規定

参考資料１
平成３０年度第２回岩手県契約審議会資料
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岩手県 奈良県 愛知県 沖縄県 岐阜県 長野県調査項目

ウ 【第７条】
受注者および下請負者等は、県契約を
履行するに当たり、賃金及び社会保険
に関する次に掲げる事項を遵守しなけ
ればならない。
（最低賃金額以上の賃金の支払い、社
会保険等の加入、雇用・労働保険の加
入等）

【第６条】
公契約の履行に当たっては、受注者及
び下請負者等に対し次に掲げる事項そ
の他の法令の遵守を求めること。
ア　最低賃金額以上の支払い
イ　社会保険法の加入
ウ　厚生年金保険法の加入
エ　労働保険の加入

【第５条】
公契約の相手方は、公契約の当事者と
しての社会的な責任を自覚し、法令を
遵守するとともに、それを適正に履行
しなければならない。

【第５条】
事業者等は、基本理念にのっとり、県
契約の履行に携わるものとして、社会
的な責任を有していることを認識し、
法令を遵守するとともに、県契約を適
正に履行しなければならない。

※法令の遵守に関する条文規定はな
い。

※法令の遵守に関する条文規定はな
い。
※第５条において、事業者の責務とし
て「社会的な責任を自覚する」ことを
規定。

・最低賃金や社会保険等の加入につい
ては、労働者の労働条件の確保を図る
上で基本となる重要な事項である。
・法令遵守の判断基準や遵守状況が明
確であり、その遵守状況を確認するこ
とにより、条例の実効性を担保できる
ものであることから、遵守すべき事項
として規定している。

・労働者の労働条件の確保を図る上で
重要な事項であり、公契約の相手方に
おいては強く求められる社会的要請で
あることから、遵守すべき事項として
規定している。

・法令の遵守は当然の義務であり、個
別の法令を規定する必要性に乏しいた
め。

・法令遵守の対象となる法令は、労働
関連法令だけでなく、建設業法、下請
代金支払遅延等防止法、暴力団排除条
例、廃棄物処理法、赤土防止条例等、
県契約の履行に係る様々な法令を想定
しており、個別に規定するのが難しい
ため。

・契約に関連する法令は多岐にわた
り、特定の法律を規定することが困難
であるため。

・理念型の条例であるため、個別の法
律の遵守について規定することは条例
の主旨と馴染まない。
・公契約を通じた労働条件の確保等に
ついては、県の取組方針でまとめてい
るほか、条例第５条において受注者の
責務を規定をしている。

エ ・平成31年度から、女性活躍や子育て
支援等のワーク・ライフ・バランスの
推進に係る県の認証制度等の取得が加
点となる予定。

・ワークライフバランス推進に関する
県の企業登録制度、障がい者雇用、保
護観察対象者雇用の３つの制度が加点
されている。

・ワークライフバランス推進に関する
県の企業登録制度、障がい者法定雇用
率の達成が加点されている。

・現時点では加点項目はないが、「社
会的な価値の実現に資する取組」につ
いて加点するよう要望がある。

・加点項目あり。 ・男女協働参画社会の形成や障がい者
雇用に資する取組、認証制度への配
慮、環境配慮、社会保険加入に関する
取組が加点されている。

オ ・条例の施行から3年度目を迎える平
成30年度において、施行状況の検討を
進めているところであり、その過程に
おいて条例の評価についても審議され
ると考えられる。
・特定県契約に係る賃金支払状況等の
報告制度については、平成29年度から
運用開始となったところであり、さら
なるデータの蓄積が必要と考えてい
る。

 ・特定公契約の総合評価入札におい
て「奈良県社員･シャイン職場づくり
推進企業」登録や「障がい者雇用」、
「保護観察対象者等雇用」を加点して
おり、それぞれ登録数等が増加してい
ることから、条例制定が一定の貢献を
しているものと考えられる。

・企画競争の評価項目として設定した
指標のうち、登録件数が大幅に増加し
たものがあったため、一定の効果があ
ると考えている。

・条例が施行されて間もないため、条
例制定の評価については今後検討する
こととしている。

・理念型の条例であり、即効性や直接
的な効果を目指すものではないことか
ら、検証に馴染まない。

・取組方針に掲げた取組が進み、契約
に関する統一したルールに運用が実現
し、成果が見られると考えているが、
取組による影響を把握することは困
難。

・社会情勢の変化が大きく、条例の制
定が直接的に賃金等の労働条件にどの
程度影響したか把握は困難。
（最低賃金　H26:678円→H30：762
円）

・条例制定前と現在の社会情勢の変化
が大きいことから、労働条件等への影
響は判断ができない。
・条例制定前の賃金実態調査や、施行
後の賃金支払状況報告書においては、
最低賃金は遵守されている。

・労働条件等は社会情勢等様々な要因
により決定されるため、直接的な影響
については把握できないと考えてい
る。
・公契約条例はあくまでも補完的な位
置づけ。

・労働条件等は景気や社会情勢等様々
な要因が影響するものであり、条例に
よる影響の有無は把握が困難であると
考える。

・理念型の条例であり、即効性や直接
的な効果を目指すものではないことか
ら、検証に馴染まない。

・実態調査等を実施しておらず、具体
的に示すことが困難。

公契約条例の
総合的な評価
・条例の効果

⑴
　
条
例
の
施
行
状
況
に
つ
い
て

・規定してい
る理由

・労働条件等
への影響につ
いて

法令遵守
・条例の規定

入札参加資格
審査
・加点項目

・取りまとめ規定なし

※【第４条】（県の責務）
県は、前条（第３条）に定める基本方
針にのっとり、公契約に関する必要な
取組を推進するものとする。

【第６条】（基本理念の実現を図るた
めの取組の取りまとめ等）
県は、基本理念の実現を図るための取
組を取りまとめ、その結果を、契約の
性質又は目的に応じ、県契約の締結又
は履行に際して適切に反映させる。
⑴　県契約で確保
ア　契約の透明性及び競争の公正性
イ　総合的に優れた契約内容（ダンピ
ング防止、価格以外の多様な要素の考
慮等）
ウ　県契約業務に従事する者の適正な
労働条件
⑵　県契約で配慮する事業者の取組
ア　持続可能で活力ある地域経済の振
興に資する事業者の取組
イ　社会的な価値の向上に資する事業
者の取組

【第６条】（県の取組方針）
知事は、県契約に関する施策を実施す
るに当たって県が取り組みべき方針
（以下「取組方針」という。）を定め
るものとする。（略）

・総合評価落札方式などの多様な要素
の考慮に関しては、契約関係の取組は
どの県も類似した仕組みで動いてお
り、独自の取組を打ち出していくのは
難しい。

・取りまとめ規定なし

※【第４条】（県の責務）
県は、前条（第３条）に定める基本理
念にのっとり、事業者等による労働環
境の整備その他の社会的責任を果たす
ための取組が促進されるよう、適切な
公契約の締結及び公契約の適正な履行
の確保の単に必要な措置を講ずるもの
とする。

【第６条】（県の取組方針）
知事は、基本理念を踏まえた契約の締
結及び履行の確保をするため県が取り
組むべき方針（以下この条において
「取組方針」という。）を定めなけれ
ばならない。（略）

イ基本理念の実
現に向けた取
組
・条例の規定
等

・取りまとめ規定なし

※【第４条】（県の責務）
県は、前条に定める基本理念にのっと
り、公契約を通じて適正な労働条件の
確保その他の社会的な価値の実現及び
向上を図るため、公契約の相手方の適
切な選定及び公契約の適正な履行の確
保のための必要な措置を講じなければ
ならない。
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岩手県 奈良県 愛知県 沖縄県 岐阜県 長野県調査項目

ア ・労働団体等からの制定要望があった
・議会における請願の採択（H24.9議
会）

・知事の公約等により検討を開始。
（H23.3～）
・庁内に公契約条例検討関係課連絡会
を設置(H23.6～）

・知事の公約等により検討を開始。
（H23.11議会において「公契約のあり
方について検討を始めていきたい」と
知事が答弁。）
・平成24年11月 庁内研究チーム中間
報告
・平成25年６月 「公契約のあり方検
討会議」設置。

・知事の公約等により検討を開始。
・公契約条例のあり方等を検討するた
め、学識経験者、事業者団体、労働者
団体からなる有識者等懇談会を設置
(H28)
・有識者懇談会懇談会から県へ提言
(H29.5)

・知事の公約等により検討を開始。
・労働団体等からの制定要望があっ
た。
・有識者等による懇談会を設置(H26
～）

・知事の公約等により検討を開始。

 岩手県契約審議会  奈良県公契約審議会  公契約に関する協議の場  沖縄県契約審議会 条例に審議会の設置規定は設けていな
い。

 長野県契約審議会

・県契約の総合的に優れた内容の確保
に関すること
・県契約に係る業務に従事する労働者
の適正な労働条件の確保に関すること
・県契約において配慮すべき事項に関
すること

・特定公契約の種類及び金額
・社会的な価値の実現又は向上に寄与
する事項及びその評価の方法
・その他条例及び施行規則に関し重要
な事項

・審議事項はない。
・公契約に関する取組を効果的かつ円
滑に行うため、必要に応じ、関係団体
との協議の場を設置。

・県契約に関する重要事項施策を実施
するに当たって県が取り組むべき方針
（取組方針）等。

・長野県の契約に関する条例に係る取
組方針に関すること等。

・賃金条項の制定に関する要望が寄せ
られている。

・総合評価入札制度における「社会的
価値の勘案基準」について、評価項目
の追加等に関して要望がある。
・賃金条項の制定の要望がある。

・企画競争における「社会的価値の実
現に資する取組」への配慮について、
評価項目を追加するよう要望がある。

・条例制定から間もないため、現時点
では要望等はない。

・条例の見直し等に係る要望は特に把
握していない。

・条例の運用や見直しに係る要望は把
握していない。

イ ・条例の制定過程において、広く様々
な関係団体から御意見を伺い、賃金条
項については、様々な考え方や御意見
があることを把握し、賃金条項につい
ての意見集約が困難だということで、
報酬下限額制度は規定していない。

・先行自治体の報酬下限額の算定方法
にはばらつきがあり、県が独自にエビ
デンスとなる情報収集を行ったり、合
理的な算定根拠を定めることは困難で
ある。
・県下全域が対象となるため、各地域
間で人口、事業所数、就業構造などに
大きな差があり、労働者の賃金や労働
条件もさまざまと考えられ、これを画
一的に設定することは技術的にも難し
く、県民の理解を得ることは難しいこ
とから、報酬下限額制度は規定してな
い。

・賃金は、事業者の給与体系、経営状
況、労働者の経験年数、技量、勤務評
定など、様々な要因で決定されるもの
であり、県が一律に定めるものになじ
まない。
・事業者は、県発注の工事等だけを受
注しているのではなく、国、他自治
体、民間企業、団体などからも受注し
ており、他の工事等に従事する労働者
との間で格差を設けるべきでない、等
の反対意見が多かったことなどから、
報酬下限額制度は規定していない。

・平成28年度に設置した有識者等懇談
会において、賃金の下限額を設定する
規制型条例には様々な懸念があること
から理念型条例として進めていくこと
が示されたことや、国の見解等を踏ま
え総合的に検討した結果、契約に関す
る基本理念等を柱とする理念型の条例
とした。
・懇談会においては、先行県の状況
（すべて理念型）や、県内労働市場等
の状況（人手不足による賃金上昇
等）、企業における負担の増大や賃金
下限額の設定が逆に賃金を押し下げる
ことへの懸念等の意見があったことか
ら、報酬下限額制度は規定していな
い。

・理念型条例であることから、賃金条
項の規定については条例の主旨と馴染
まない。

・適正な労働条件の確保等について
は、条例の基本理念に規定するととも
に、その基本理念実現のための取組方
針を取りまとめていることから、報酬
下限額制度は規定していない。

ア 特になし 特になし 清掃業務委託において、参考として積
算基準を作成しているが、予算要求の
際に活用を義務付けていない。

特になし 特になし 特になし

イ ・平成29年度から完全施行となったこ
とから、基本的には、現在の条例を適
切に運用し、基本理念である契約の透
明性や公正性の確保、県内企業等にお
ける労働条件の確保や社会的価値の向
上につながる取組を展開していく。
・条例附則の規定により、平成30年度
中条例の施行状況について検討を加え
ることとしている。

・条例の施行から３年半であることも
あり、庁内外を問わず条例に係る手続
き等の理解が十分に進んでいないこと
が課題であることから、条例の安定し
た運用とその定着を図る必要がある。
・見直すべき事項があれば公契約審議
会での意見を聞きながら検討してい
く。
・総合評価入札の「社会的価値の勘案
基準」の評価方法について今後も検討
が必要。

・社会的価値の実現に関して、企画競
争等において事業者の社会的価値の実
現に資する取組を評価する取組を行っ
ているが、その評価項目を追加するよ
う関係団体から要望があり、その対応
について検討をしている。

・理念型条例であることから、実効性
の確保が課題であると考えている。
実効性の確保のため、第三者機関であ
る審議会の意見を取組に反映するな
ど、ＰＤＣＡサイクルを継続的に実施
するとともに、庁内での典型体制を強
化していく必要がある。
・当面は、庁内において、基本理念に
そった具体的な施策の検討を促し、今
年度中に取組方針を検討・策定するこ
ととしている。

・特にない。 ・取組方針に記載された取組が進んで
いることから、取組方針の見直しが必
要であり、検討していく。

報酬下限額
（賃金条項）
の設定

・審議会等の
設置

・その他意
見・要望等

条例に対する
意見
・制定の経緯

⑶
　
条
例
運
用
上
の
課
題

その他

⑵
　
公
契
約
条
例
に
対
す
る
意
見
な
ど

※審議会の主
な審議内容

予算上の配慮
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